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リース会計の基礎理論の展開

実質優先思考に基づ く検討

銚 小 佳

概要 本稿の 目的は,実 質優先思考 に従 って,未 履行契約の1つ であ る リー ス取引の実態を

分析 した上で,リ ー ス会計の基礎理論を展開す ることであ る。本稿では,ま ず,未 履行契約

の認識 ・測定 に対す る収支計算 に基づ く伝統的な期間損益計算の限界を明 らかに し,会 計情

報の透明性を高め るとい う実質優先思考の観点か ら リー ス取引の経済的実質を分析 した。次

に,リ ー ス取引の経済的実質 を反映す る会計処理を検討す るため に,G4+1報 告書において

提示 されて いる資産 ・負債ア プローチ,構 成要素ア プローチ,公 正価値モデルの3つ の会計

方法を検討 した。最後 に,リ ー ス会計基準をめ ぐる国際的な動向を踏 まえて 日本の リース会

計基準の特徴お よび今後の基準改訂の方向を明 らか に した ものであ る。

Abstract The aim of this paper is to develop lease accounting theory based on sub-

stance over form by analyzing economic reality of lease transaction which is one of 

executory contracts. This paper, firstly, explained the limitation of traditional 

business accounting theory towards recognition and measurement of executory con-

tracts, and analyzed economic reality of lease transaction from substance over form 

which improves the transparency of the accounting information. Secondly, in this 

paper, three accounting methods including asset and liability approach, component 

approach and fair value model suggested in the G4+1 report are examined to reflect 

economic reality of lease transaction. Finally, by considering the international 

movement of lease accounting standards, this paper demonstrated characteristics of 

the Japanese lease accounting standards and a theoretically reasonable future direc-

tion of the standards.
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1は じ め に

20世 紀 後 半 の 資 本 市 場 の グ ロー バ ル 化 と産 業 構 造 の変 化 は,企 業 の経 営 環 境 を激 変 さ

せ,取 得 原 価 主 義 に基 づ く期 間 損 益 計 算 の 体 系(1>で は把 握 で きな い よ うな 様 々な 経 済 取 引

を生 み 出 して き た。 これ らの オ フ ・バ ラ ン ス とな る よ うな 経 済 取 引 は事 後 的 に多 額 の 損 失

を発 生 させ る こ と も あ り,オ フ ・バ ラ ン ス処 理 は,自 己責 任 で 投 資 を 行 い,か つ 企 業 の 内

部 情 報 に ア ク セ ス で き な い 一 般 投 資 者 の合 理 的意 思 決 定 を 阻 害 す る要 因 とな って きた(2)。

リー ス取 引 に関 す るオ フ ・バ ラ ン スの 会 計 処 理 は,そ の 中の1つ の 問 題 で あ る。

リー ス取 引 に お いて,借 手 は リー ス物 件 の 所 有 権 は持 ち得 な い もの の そ の 物 件 を 占有 し

て 使 用 し,リ ー ス物 件 か ら生 じる収 益 を 獲 得 す る。 こ う した取 引 は,会 計 上 どの よ う に適

切 に把 握 され るの で あ ろ うか 。 本 稿 で は,は じめ に,法 的 な 所 有 権 の 有 無 が 資 産 の 本 質 を

規 定 す る もの で はな い と い う観 点,す な わ ち実 質 優 先 思 考(substanceoverform)(3)と い

う考 え 方 に従 って,リ ー ス取 引 に伴 う権 利 ・義 務 を 資 産 ・負 債 と して 貸 借 対 照 表 上 に計 上

す る理 論 的 構 造 を 解 明 して い る。 次 に,そ れ を 踏 まえ て,現 行 リー ス会 計 基 準 を 分 析 して

その 特 徴 を浮 き彫 りにす る と と も に,今 後 の リー ス会 計 基 準 の 展 開 につ いて 論 じて い る。

Hリ ー ス 取 引 の 認 識 と 実 質 優 先 思 考

(1)期 間 損 益 計 算 にお け る未 履 行 契 約 の 認 識 の 限 界

リー ス 取 引 の認 識 の根 拠 に関 す る議 論 は,こ れ ま で 割 賦 購 入 説(4)か ら財 産 使 用 権 取 得

(1)こ こでい う期間損益計算 とは,収 支計算を基礎 とす る伝統的な取引概念 に基づいて認識 ・測定

を行 う収益 ・費用ア プローチの利益計算を想定 して いる。伝統的な期間損益計算 においては,購

買過程 と販売過程の うち 「将来入 り来 る財貨 に対 して,将 来出て行 く貨幣」 と 「将来出て行 く財

貨 に対 して,将 来入 り来 る貨幣」 という2つ の取引 につ いて は,貨 幣的計量可能性が認め られた

として も,確 実性お よび検証可能性 とい う観点(武 田[2004],129頁)お よび法的所有権を基礎

とす る資産観 に照 らして これ まで記帳の対象 とされて こなか った ものであ る。本稿では,こ の2

つ の取 引を記 帳の対 象 とす る ことに よ って,会 計 上認識 す べ き会 計事 実 の範囲 の拡大(浦 崎

[2002],94-96頁)の 可能性を検討 しようとす るものであ る。

(2)こ の ような観点か らオ フ ・バ ランス取引の認識 ・測定問題を体系的 に取 り扱い,フ ァイナ ンス

型会計や公正価値会計 とい う領域の生成 と展開につ いて論 じた研究に,古 賀編著[2003]や 浦崎

[2002]が あ るので参照 されたい。本稿は,そ れ らの先行研究を踏 まえて実質優先思考の会計理論

の展開の可能性 につ いて論 じた ものであ る。

(3)substanceoverform(IASB[2006],p.40)と い う用語 は,実 質優先思考(石 川[2000],40

頁),実 質優先 性(津 守[1997],429頁),実 質優 先主義(藤 井[2007],60頁)と 訳 出 されてい

るが,本 稿で は実質優先思考 という表現を採用 して いる。

(4)割 賦購入説 とは,リ ース取引の認識の根拠を実質的 に割賦購入であ るとい う リースの経済的実

質 に求め る立場であ る(AICPA[1949],para.7,訳 書,189頁,SFASNo.13,紙[2003],84

頁)。
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説(5)へ,さ ら に未 履 行 契 約 取 引 説 へ と発 展 して きた 。 未 履 行 契 約 取 引 説 は,リ ー ス取 引 を

未 履 行 契 約(executorycontract)の 一 種 と認 識 した上 で,有 用 な 情 報 提 供 と い う観 点 か

ら拡 大 され た取 引 概 念 に基 づ いて 未 履 行 契 約 に伴 う権 利 ・義 務 を 資 産 ・負 債 と して 認 識 し

よ う とす る立 場 で あ る(ljiri[1980],浦 崎[2002])。 未 履 行 契 約 取 引説 は,契 約 の 全 体 を

認 識 の 対 象 と して い るか ら,割 賦 購 入 説 と財 産 使 用 権 取 得 説 よ りも,オ ン ・バ ラ ン ス化 の

範 囲 が 拡 大 され る。 つ ま り,リ ー ス取 引 の 認 識 につ いて,割 賦 購 入 説 と財 産 使 用 権 取 得 説

は,リ ー ス 取 引 を履 行契 約 と位 置 づ けて リー ス とそ の他 の 未履 行契 約(例 え ば,デ リバ テ ィ

ブ取 引 な ど)を 区 別 し,リ ー ス取 引 以 外 の 契 約 を オ ン ・バ ラ ン ス化 しな い こ と に対 して,

未 履 行 契 約 取 引 説 は,リ ー ス取 引 と その 他 の 未 履 行 契 約 を ま と めて オ ン ・バ ラ ン ス化 で き

る よ うな 理 論 を構 築 す る こ とを 目指 して い る と こ ろ に特 徴 が あ る。

本 稿 は,財 務 諸 表 の 有 用 性(特 に 目的 適 合 性)を 向 上 させ る との 観 点 か ら未 履 行 契 約 全

般 をオ ン・バ ラ ンス化 して貸 借 対 照 表 の情 報 内容 を拡 充 化 しよ う とす る立 場 を と って い る。

したが って,以 下 に お いて は,未 履 行 契 約 取 引 説 に基 づ い た リー ス取 引 の 認 識 につ いて 議

論 を展 開 す る もの で あ る。

そ こで,ま ず 未 履 行 契 約 の 意 義 を明 らか に して お き た い。 未 履 行 契 約(6)と は,将 来 一 定

の 支 払 い を行 い,こ れ に対 して 一 定 の 給 付(財 貨 ・用 役)を 受 領 す る こ とを 約 束 す る契 約

で あ り,そ の 契 約 に よ る 当 事 者 の 約 束 が ま っ た く履 行 さ れ て い な い もの と定 義 さ れ る

(ljiri[1980],p.6)。 未 履 行 契 約 に該 当 す る取 引 と して は,リ ー ス契 約,テ イ ク ・オ ア ・

ペ イ契 約(7)(take-or-paycontract),雇 用 契 約 な どを 挙 げ る こ とが で き る。 こ こで の 問 題

点 は,契 約 に基 づ く将 来 の 権 利 と義 務 を どの よ う に認 識 す る こ とが で き るの か と い う こ と

で あ る。

収 支 計 算 を基 礎 とす る伝 統 的 な 期 間 損 益 計 算 に お いて は,未 履 行 契 約 は売 り手 と買 い手

の 双 方 に お いて 権 利 と義 務 の 履 行 が な され て いな い た め,換 言 す れ ば財 貨 の 引 渡 しや 現 金

の 収 支 が 生 じて いな い た め それ を 認 識 して 記 帳 す る こ と はで きな い。 しか しな が ら,未 履

行 契 約 に基 づ く権 利 ・義 務 は将 来 の 企 業 の 経 営 成 績 や 財 政 状 態 に影 響 を 及 ぼ す もの で あ る

か ら,投 資 者 保 護 の 観 点 か らそれ らの 権 利 ・義 務 に関 す る情 報 を 提 供 す る こ と は必 要 な ご

(5)財 産使用権取得説 とは,リ ー ス取引の認識の根拠を リース契約が履行契約であ り財産使用権の

取得取引で あることに求め る立場であ る(嶺[1982],70頁,加 藤[2007],106頁)。

(6)法 律上の未履行契約 とは,完 全お よび部分的 に未履行の契約 とい う意味であ るが,会 計上の「未

履行契約」 とは,完 全 に未履行契約の意味であ る(ljiri[1980],pp.5-6)。

(7)テ イ ク ・オア ・ペイ契約 とは,製 品 または役務の対価 として,特 定の金額を定期的 に支払 うこ

とを規定 してい る契約を指す。購入者 には購入 しな くて も,支 払わねばな らない特定の最低支払

額があ る。
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とで あ る と考 え られ る。

(2)未 履 行 契 約 の 確 実 性 原 則 と実 質 優 先 思 考

井 尻 雄 士 教 授 は,「 契 約 上 の権 利 お よ び 義 務 の 認 識(RecognitionofContractualRights

andObligations)』(ljiri[1980])に お いて 確 実 性 原 則 と資 産 ・負 債 ア プ ロー チを 適 用 す る

こ とで 未 履 行 契 約 に伴 う権 利 ・義 務 を 認 識 す る と い う所 説 を 展 開 して い る。 そ の 権 利 ・義

務 を認 識 す る た め に は,ま ず 確 実 性 原 則 を 適 用 す る。 確 実 性 原 則 の 具 体 的 な 規 準 は,契 約

が 確 定 契 約 で あ るか ど うか と い う こ とが 重 要 にな る。 つ ま り,取 引 契 約 の 条 項 の 中 に 中途

解 約 不 能 ま た は厳 しい違 約 金 条 項 の 存 在 の た め,そ の 契 約 履 行 の 確 実 性 を 証 拠 と して,未

履 行 契 約 を認 識 しよ う とす るの で あ る(ljiri[1980],p.63)。

ま た,ウ ォー ク他 も,リ ー ス契 約 を 例 と して,同 じよ うな見 解 を次 の よ うに述 べ て い る。

「リー ス資 本 化 の前 提 は,リ ー ス契 約 の解 約 不 能 性 で あ る。 解 約 不 能 条 項 の存 在 は,リ ー ス

契 約 の未 履 行 性 に取 って代 る もの で あ る と考 え られ る。(中 略)借 手 と貸 手 の双 方 に 対 し

て,相 手 の 未 履 行 状 態 に応 じて 法 律 上 の 権 利 が 生 じる。 リー ス契 約 の 未 履 行 性 は法 律 上 の

重 要 な 性 質 で あ るが,リ ー ス契 約 の 経 済 的 実 質 が 法 律 上 の 未 履 行 と い う性 質 よ りも重 要 で

あ る(Wolketal.[1989],p.518)。 」

この よ うな 主 張 は,未 履 行 契 約 の 認 識 は,そ の 契 約 の 確 実 性 に依 存 して お り,そ の 確 実

性 は契 約 の 中の 違 約 金 条 項 の 存 在 に よ って も た らされ る。 未 履 行 契 約 に お け る違 約 金 の 存

在 は,未 履 行 契 約 の 履 行 を確 実 す る もの で あ り,確 定 契 約 上 の 権 利 と義 務 の 認 識 は,目 的

適 合 性 や その 他 の 認 識 要 件(測 定 可 能 性,表 現 の 忠 実 性,検 証 可 能 性)も 十 分 に適 合 し,

資 産 と負 債 の定 義 も満 たす こ とか ら,貸 借 対 照 表 へ の計 上 が認 め られ るべ きで あ る(ljiri

[1980],pp.65-66)。 ま た,リ ー ス は,1つ の 未履 行 契 約 と して,契 約 上 に も多 額 な 違 約

金 を持 つ 。 リー ス契 約 に お け る違 約 金 の 存 在 に よ って,契 約 が 原 則 的 に解 約 で き るが,事

実 上 解 約 す る可 能 性 は稀 で あ る。 この よ うな 解 約 で きな い リー ス契 約 につ いて,会 計 処 理

の 論 拠 とな るの は実 質 優 先 思 考(8)で あ る。

米 国公 認 会 計 士 協 会(AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants,以 下 で

はAICPAと 表 記 す る)が1970年 に公 表 したAPB意 見 書 第4号 で,実 質 優 先 思 考 を 明 確

(8)リ ース取引 について,法 的形式を重視すれば,す べての リース取引は賃貸借処理 されオ フ ・バ

ランス化 され るが,経 済的実質を重視すれば,リ ー ス取引は売買取引 と同様の経済的効果を もつ

ので売買処理 され,い わゆ るオ ン ・バ ランス化 され る。実質優先思考は,リ ース取引の経済性 と

いう観点か ら発展 して きた考え方であ る。1949年 に公表 された最初の リース会計基準であ る会計

調査公報第38号 「借手の財務諸表 にお ける長期 リー スの開示」は,は じめて実質優先思考 とい う

考え方を明 らか にした。
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化 す る に至 った 。APB意 見 書 第4号 で は,財 務 会 計 に お け る13の 基 本 的 特 質(9)の1つ と

して実 質 優 先 思 考 を挙 げ,「 財 務 会 計 は,た とえ,法 的 形 式 が経 済 的 実 質 と異 な り,異 な

る取 扱 い を示 唆 す る こ とが あ ろ う と も,事 象 の 経 済 的 実 質 面 に力 点 を 置 く。 通 常 は,会 計

処 理 され るべ き事 象 の 経 済 的 実 質 は,法 的 形 式 に合 致 す る。 しか しな が ら,実 質 と形 式 の

乖 離 が と き と して 起 き る。 会 計 士 は提 示 され る情 報 が,当 該 経 済 活 動 を よ り的 確 に反 映 す

る よ う に,事 象 の 形 式 よ りも実 質 を 重 視 す るの で あ る(AICPA[1970],para.127,訳 書,

パ ラ グ ラ フ127)」 と述 べ られ て い る。 つ ま り,実 質 優 先 思 考 と は,会 計 処 理 を 行 う時 に,

事 象 の 経 済 的 実 質 が 法 的 形 式 と一 致 して いな い場 合,財 務 情 報 の 利 用 者 に対 して,経 済 的

実 質 に沿 っ た会 計 情 報 を提 供 す る た め に,事 象 の 法 的 形 式 よ り経 済 的 実 質 を 重 視 して 会 計

処 理 す べ きで あ る とす る思 考 で あ る と いえ る(紙[2003],70頁)。 この 考 え 方 は今 日の 複

雑 化 し多 様 化 した取 引 の 実 態 を 把 握 す る た め に必 要 で あ る。

皿 リ ー ス 会 計 基 準 の 特 徴 と 国 際 的 動 向

1976年11月 に公 表 され た米 国 会 計 基 準 第13号 「リー スの 会 計 処 理 」(以 下 で はSFAS13

号 と表 記 す る)と1982年3月 に公 表 され た 国 際 会 計 基 準 第17号 「リー ス 会 計 」(以 下 で は

IAS17号 と表 記 す る)を は じめ とす る現 行 リー ス会 計 基 準 は,理 論 と実 務 の 両 面 に問 題 が

あ る こ とが 議 論 され て き た。 例 え ば,理 論 上,解 約 不 能 オ ペ レー テ ィ ン グ ・リー スか ら生

じる権 利 ・義 務 は フ ァイ ナ ン ス ・リー スか ら生 じる権 利 ・義 務 と本 質 的 に 同様 で あ るが,

会 計 上 異 な って 会 計 処 理 され る。 ま た,リ ス ク ・経 済 価 値 ア プ ロ ー チ(1①にお け る 「リス ク

と便 益 を全 部 移 転 す る」 と い う考 え 方 は,リ ー ス取 引 の 本 質 を 反 映 して いな い と言 え る。

実 務 上,リ ー スの オ ン ・バ ラ ン ス化 の 要 件 お よ び基 準 に お いて,絶 対 的 な 線 引 きが 基 準 回

避 の温 床 とな って き た こ とが 指 摘 され て い る(加 藤[2007],162頁)。 そ の よ うな 問題 点

につ いてG4+1ql)が そ の 原 因 ⑫ を 検 討 して 代 替 的 な ア プ ロー チ を 提 案 した の で あ る。

(9)財 務会計 にお ける13の 基本的特質 とは,会 計単位,継 続企業,経 済的資源 と責務の測定,期 間,

貨幣額に よる測定,発 生,交 換価格,概 算,判 断,一 般 目的財務情報,根 本的に相互関連のあ る

財務諸表,形 式 より実質の優先,重 要性であ る(AICPA[1970],paras.116-128,訳 書,パ ラ

グラフ116-128)。

⑩ リスク ・経済価値 アプローチ は,リ ース取引を 「所有 と同等の リス クとベネ フィッ トが実質的

にすべて に借手 に移転す る」 ファイナ ンス ・リース取引 とそれ以外のオペ レーテ ィング ・リース

取引 に分類 した上で,前 者のみを割賦購入 とみな してオ ン ・バ ランスす る処理方法であ る。 この

点 について,FASB[1976]を 参照 され たい。

ql)G4+1と は,ア メ リカ,イ ギ リス,オ ース トラ リア,カ ナ ダ,お よびニ ュー ジー ラン ドに国際

会計基準委員会(当 時)が 参加 した共同研究 グルー プであ る(AAsB[2000],p.iii)。

⑫G4+1報 告書 では,リ スク ・経済価値 アプローチの弊害 の根源が"allornothing"(オ ン ・バ/
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2000年2月,G4+1報 告 書 『リー ス:新 しい ア プ ロ ー チの 実 施(Leases:Implementation

ofanewapproach)』 が 公 表 され た 。 この 報 告 書 は,金 融 商 品 の構 成 要 素 ア プ ロー チ(com-

ponentapproach)の 導 入 に よ り,リ ー ス契 約 を 財 産 使 用 権 の 取 得 と リー ス債 務 の 発 生 と

して 捉 え,リ ー ス契 約 に関 す る更 新 ・購 入 オ プ シ ョン(renewalandpurchaseoptions),

偶 発 リー ス 料(contingentrental),保 証 残 存 価 値(guaranteedresidualvalue)を 対

象 と して 公 正 価 値 の 考 え 方 で 測 定 す る こ とを 主 張 して い る。G4+1報 告 書 は,原 則 的 に取

得 原 価 主 義 モ デル と概 念 フ レー ム ワー クの 理 論 的 枠 組 み の 中で 検 討 され て い るが,そ こで

は,金 融 商 品 に係 る会 計 処 理 の 論 理,す な わ ち資 産 ・負 債 ア プ ロー チ と構 成 要 素 ア プ ロー

チが 導 入 され て い る た め に,提 案 され た リー ス会 計 モデ ル は,オ プ シ ョン等 の 構 成 要 素 を

金 融 資 産 ・金 融 負債 と して 公 正 価 値 評 価 す る こ と に な る(AASB[2000],para.1・22)。

報 告 書 で 示 され て い る主 な 論 点 は以 下 の と お りで あ る。

(1)資 産 ・負 債 アプ ロー チ に よ る単 一 の 会 計 基 準 の 適 用

G4+1報 告 書 は,財 務 諸 表 の比 較 可 能 性 や透 明性 を確 保 す る た め に,複 雑 な リー ス会 計

基 準 の 単 純 化 を図 り,リ ス ク ・経 済 価 値 ア プ ロー チを 排 除 す る こ とを 重 要 な 目的 と して 掲

げて い る。 フ ァイ ナ ンス ・リー ス とオ ペ レー テ ィ ン グ ・リー ス取 引 の 区 分 を 撤 廃 し,す べ

て の リー ス取 引 につ いて 単 一 の 会 計 基 準 を 適 用 す る提 案 が 行 わ れ る(井 上[2007],386頁)。

具 体 的 に は,す べ て の リー ス取 引 につ いて,借 手 は,リ ー ス契 約 開 始 時 点 で 資 産 ・負 債 を

認 識 し,当 該 契 約 で 譲 渡 され る権 利 ・義 務 を 公 正 価 値 で 測 定 す る。 これ は,リ ー ス契 約 か

ら生 じる重 要 な 権 利 ・義 務 を資 産 ・負 債 と して 計 上 す る資 産 ・負 債 ア プ ロー チ に基 づ くも

の で あ る。 資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チの 導 入 に伴 い,使 用 権 の 認 識 を ベ ー ス とす る 「使 用 割 合

相 当部 分 の 部 分 移 転(井 上[2007],386頁)」 を オ ン ・バ ラ ンス の対 象 とす る こ とに な る。

この た め,従 来,フ ァイ ナ ンス ・リー ス取 引 の 判 断 基 準 で あ る フル ペ イ ア ウ ト要 件(13)の必

要 性 が な くな り,従 来 の オ ン ・バ ラ ンス化 の 論 理 を 大 き く転 換 させ る こ と にな る。

＼ ラ ンス とオ フ ・バ ラ ンスとの選択)と い う リー ス会 計の考 え方 にあ ると指摘 して いる(AASB

[2000],para.1・5)o

⑱ フルペ イアウ ト要件 とは,「 リース物件 か らもた らされた経済 的便益を実質 的に享受 す る」 と

「リー ス物件 の使用 に伴 って生 じるコス トを実質的 に負担す る」 とい う2つ の条件 を設定 してい

る。前者 は,当 該 リース物件を 自己所有す るな らば得 られ ると期待 され るほとん どすべての経済

的便益を享受す ることを意味 してお り,後 者 は,当 該 リース物件の取得価額相当額,維 持管理な

どの費用,陳 腐化 による リスクな どの ほとん どすべての コス トを負担す ることであ る(「企業会計

基準適用指針第16号 リー ス取引 に関す る会計基準の適用指針」第5項)。
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(2)公 正 価 値 モ デ ル の 適 用

公 正 価 値 モ デル の 適 用 は,リ ー ス の測 定 に言 及 す る もの で あ る。G4一 ト1報 告 書 で は,現

在,第 三 者 間 の 公 正 な 取 引 で あ る と認 め られ る場 合 に は,取 得 資 産 の 原 価 は 公 正 価 値 に

よ って 測 定 さ れ て い る こ とか ら,リ ー ス に も同様 な 原 則 を 適 用 す る こ と を 提 案 して い る

(茅根[2007a],18-19頁)。 す な わ ち,リ ー スの 帳 簿 価 額 は,リ ー ス開 始 時 点 に生 ず る権

利 ・義 務 の 公 正 価 値 で あ り,通 常 の リー スで は,使 用 権 の 公 正 価 値 の 割 引 額(最 低 リー ス

料 総 額 の 現 在 価 値 と一 致 す る)を 反 映 す る と して い る。 そ して,リ ー ス資 産 は,減 価 償 却

の 処 理 と と も に,減 損 会 計 が 適 用 され る こ と にな り,リ ー ス債 務 につ いて は,金 融 負 債 と

して 金 融 商 品 会 計 が 適 用 され る。 他 方,貸 手 は,借 手 に対 す る債 権(リ ー ス債 権)を 金 融

資 産 と して,リ ー ス期 間 の 経 過 に よ って 生 ず る保 証 残 存 価 値 ω を 区 別 して,そ れ ぞ れ 公 正

価 値 で 測 定 す る こ と にな る(茅 根[2007a],18-19頁)。

(3)構 成 要 素 アプ ロー チの 導 入

構 成 要 素 ア プ ロー チ と は,「 金 融 資 産 を分 割 可 能 な単 位 ま た は構 成 要 素 と して取 り扱 い,

個 々の 構 成 要 素 につ いて,支 配 が 他 に移 転 した場 合 に は その 認 識 を 中止 し,留 保 分 はそ の

存 続 を認 識 す る もの で あ る(茅 根[2007a],18-19頁)」 。 報 告 書 で は,貸 手 が リー ス物 件

を借 手 に引 き渡 す 行 為 と引 き換 え に,リ ー ス料 を 受 け 取 る権 利 を 獲 得 す るか ら,貸 手 は

リー ス資 産 の 全 部 ま た は一 部 の 認 識 を 中止 して,そ れ を リー ス債 権 と して 認 識 す る と述 べ

られ て い る。 ま た,リ ー ス契 約 の 構 成 要 素 で あ る支 払 リー ス料 を 始 め,保 証 残 存 価 値,オ

プ シ ョ ン要 素 で あ る更 新 ・購 入 オ プ シ ョ ン,偶 発 リー ス料 ⑮ な どを 分 離 して 把 握 し,貸 手

と借 手 の いず れ に帰 属 す るか を 決 め た上 で(井 上[2007],387-388頁),使 用 権 と区 別 し

て 別 建 て の 資 産 と して 処 理 す べ き こ とを 提 案 して い る。

この よ う に リー ス取 引 は,従 来 の リス ク ・経 済 価 値 ア プ ロー チ に よ る営 業 資 産 の 売 買 取

引 あ る い は賃 貸 借 取 引 で はな く,リ ー スの 財 産 使 用 権 の 移 転 を 中心 とす る金 融 商 品 の 譲 渡

取 引 と考 え られ て い る。 要 す る に,構 成 要 素 ア プ ロー チ は,リ ー ス取 引 を 現 行 の リス ク ・

ω 現行会計基準 にお いて,リ ー スが ファイナ ンス ・リー スであ る場合,保 証残存価値は,借 手に

認識 され る資産 ・負債 に含まれ ることにな るので,保 証残存価値 はファイナ ンス ・リースかオペ

レーテ ィング ・リースか を識別す る際 に重要 となる(AASB[2000],para.5・3)。G4+1報 告書

は,リ ー ス契約 にお いて借手が残存価値を保証す る場合,リ ース開始時 にそれを別個 に認識 し,

その公正価値を測定す ることを主張 して いる(AASB[2000],paras.5・40-5・60)。

⑮G4+1報 告書 に基 づいて,リ ースがフ ァイナ ンス ・リース として取 り扱われ る場合 にも,偶 発

リー ス料 は資産お よび負債 として認識 され る最低 リース料総額に含まれない。偶発 リース料の処

理方法は,多 くの リース に関 して認識 され る資産お よび負債の金額に直接に影響を与え る点で,

G4+1報 告書 で主張 されたアプローチにおいては重要 である(AASB[2000],para.4・4)。
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経 済 価 値 ア プ ロー チ に基 づ く リー ス資 産 の 売 買 取 引 と して 捉 え るの で はな く,財 産 使 用 権

の 移 転 を 中心 とす る金 融 商 品 の 譲 渡 取 引 と して 捉 え る と こ ろ に その 特 徴 が あ る。

G4+1報 告 書rリ ー ス:新 しい ア プ ロー チ の 実 施 』 は英 国 会 計 基 準 委 員 会(以 下 で は

ASBと 表 記 す る)の 提 案 の ベ ー ス とな って い る(⑥。ASBか ら提 案 され た ア プ ロー チ を 要

約 す る と,次 の 通 りで あ る。 リス ク ・経 済 価 値 ア プ ロー チ に基 づ く現 行 基 準 よ りも,フ ァ

イ ナ ンス ・リー ス お よ びオ ペ レー テ ィ ン グ ・リー ス と して 保 有 され て い る資 産 の 双 方 に対

して 適 用 で き る首 尾 一 貫 した資 産 ・負 債 の 認 識 原 則 を 採 用 す る ほ うが,財 務 情 報 の 目的 適

合 性,信 頼 性,比 較 可 能 性 とい う観 点 か ら優 れ て い る(茅 根[2007b],77頁)。 リー ス 契

約 に お け る権 利 ・義 務 か ら生 じる資 産 ・負 債 は,資 産 の 全 体 の 移 転 で はな く,リ ー ス期 間

中 に お いて 使 用 権 と それ に関 連 す る将 来 の 経 済 価 値 に対 す る支 配 権 の 移 転 を 表 して お り,

この 将 来 の 経 済 価 値 に関 す る権 利 の 移 転 を 中心 に概 念 モ デ ル を 構 築 して い る。

IV日 本 の リ ー ス 会 計 基 準 と 今 後 の 基 準 改 訂 の 方 向

(1)日 本 の リー ス会 計 基 準 の 特 徴

1993年(平 成5年)6月17日,企 業 会 計 審 議 会 は,日 本 の リー ス取 引 に関 す る初 めて の

公 式 見 解 で あ る 「リー ス取 引 に係 る会 計 基 準 に 関 す る意 見 書 」(以 下 で は改 正 前 リー ス会

計 基 準 と い う)を 公 表 した。 な お,2002年(平 成14年)7月 か ら,企 業 会 計 基 準 委 員 会 の

リー ス会 計 専 門 委 員 会 で は,所 有 権 移 転 外 フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス取 引 に関 す る賃 貸 借 に準

じた処 理(例 外 処 理 ⑰)を 廃 止 す る方 針 で 検 討 を 進 め て きた 。

これ と並 行 して,2005年3月,日 本 基 準 と国 際 財 務 報 告 基 準(以 下 で はIFRSと 表 記 す

る)と の コ ンバ ー ジ ェ ンス を 目指 して 共 同 プ ロ ジ ェク トが 開 始 され,日 本 基 準 とIFRSと

の 同等 性 につ いて の 分 析 と審 議 が 始 ま っ た。 この よ うな 状 況 の 中で,リ ー スが2007年10月

に公 表 され た プ ロ ジ ェ ク ト計 画 表 に載 せ られ て,国 際 会 計 基 準 審 議 会(以 下 で はIASBと

表 記 す る)と の 中長 期 プ ロ ジ ェ ク ト項 目 と して,位 置 づ け られ て い る。

この よ うな 状 況 の 中で,2007年(平 成19年)3月 に 「リー ス取 引 に関 す る会 計 基 準 」 と

(6)国 際会計基準審議会で は,リ ース会計 に係 る新 しいア プローチ については,2004年 度中 には,

ASBと の共 同 プロジェク トとして正式な検討課 題 とな ることが決 定 して いたが,そ れに先立 っ

て,ASBか ら提案 された リース契約上 の権利 ・義務か ら発生す る資産,負 債を認識す るア プロー

チを採用す ることで暫定合意を して いる(井 上[2006],385頁)。

⑰ 改正前 リー ス会計基準 によると,フ ァイナ ンス ・リー ス取引の会計処理は,原 則 として売買処

理 としていたが,所 有権移転外 ファイナ ンス・リースの場合 には,賃 貸借処理が認め られていた。

結果的に,同 一の取引 について異な った会計処理がな され る事態 に発展す る可能性を示唆 してい

る。賃貸借処理を許容す る例外処理 は,日 本の改正前 リース会計基準の特徴 といえ る。
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「リー ス取 引 に 関す る会 計 基 準 の適 用 指 針 」 が公 表 され た。 現 行 リー ス会 計 基 準 の特 徴 は,

以 下 の と お りで あ る。

まず,現 行 リー ス会 計 基 準 の 最 大 の 特 徴 は,所 有 権 移 転 外 フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス取 引 は,

経 済 面 で は所 有 権 移 転 フ ァ イ ナ ンス ・リー ス取 引 と異 な る性 質 を 有 す るの で,改 正 前 リー

ス会 計 基 準 と 同様 に両 者 を 区 分 して い るが,会 計 処 理 面 で は所 有 権 の 移 転 の 有 無 に関 わ ら

ず 通 常 の 売 買 処 理 に準 じた会 計 処 理 に一 本 化 した こ とで あ る(茅 根[2007b],78-79頁)。

これ に よ り,日 本 の 改 正 前 リー ス会 計 基 準 の 特 徴 と いえ る例 外 処 理 を 廃 止 す る こ と に よ っ

て,形 式 上 は国 際 基 準 との 整 合 性 が 図 られ る こ と にな る。

次 に,フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス取 引 の 判 断 基 準 につ いて も,改 正 前 実 務 指 針 に比 べ る と判

定 フ ロ ー の 変 更 が 行 わ れ て い る(茅 根[2007b],79頁)。 す な わ ち,現 在 価 値 基 準 と経 済

的 耐 用 年 数 基 準 を 満 たす 条 件 に加 え て,所 有 権 移 転 基 準,割 安 購 入 選 択 権 基 準 お よ び特 定

物 件 基 準 の いず れ か に該 当す る もの を 所 有 権 移 転 フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス取 引 と して,そ れ

以 外 を所 有 権 移 転 外 フ ァ イ ナ ンス ・リー ス取 引 と して 規 定 して い る(企 業 会 計 基 準 適 用 指

針 第16号[2007],9-10項)。 そ の 結 果,フ ル ペ イ ア ウ トの 基 本 的 な 要 件 は,現 在 価 値 基

準 と経 済 的 耐 用 年 数 基 準 の2基 準 とな っ た。

も う1点 は,会 計 処 理 方 法 につ いて,借 手 に お け る重 要 性 の 判 断 基 準 で あ る。 これ は,

リー ス資 産 総 額 に重 要 性 が な い と認 め られ る場 合 と個 々の 資 産 に重 要 性 が な い と認 め られ

る場 合 に 区 分 され る(茅 根[2007b],79頁)。 前 者 は,未 経 過 リー ス料 期 末 残 高 が 当該 期

末 残 高,有 形 固 定 資 産 お よ び無 形 固 定 資 産 の 期 末 残 高 の 合 計 額 に 占 め る割 合 が10%未 満 で

あ る場 合 に は重 要 性 が な い と判 断 して 売 買 処 理 を 行 うが,利 息 相 当 額 につ いて 簡 便 法 と し

て リー ス料 総 額 か ら控 除 しな い方 法 と定 額 法 で 費 用 配 分 方 法 を 許 容 して い る。 後 者 は,少

額 資 産(1契 約 当 た り300万 以 下)や 短 期 リー ス(1年 以 内)等 に つ い て は,賃 貸 借 会 計

処 理 を許 容 して お り,改 正 前 会 計 基 準 と 同様 にオ フ ・バ ラ ン スの 対 象 と され る。 この よ う

な 例 外 的 処 理 が 実 務 上,適 用 対 象 とな る企 業 に大 きな 影 響 を 与 え る こ と と考 え られ る。

改 正 前 リー ス会 計 基 準 と比 べ,現 行 基 準 は い くつ か の 変 更 点(18)があ り,例 え ば現 行 基 準

に お け る所 有 権 移 転 外 フ ァ イ ナ ンス ・リー スの オ ン ・バ ラ ンス化 処 理 は,会 計 情 報 の 透 明

性 を高 め るが,現 在 価 値 の 算 定 に用 い る利 子 率 の 選 択,あ る い はオ ペ レー テ ィ ン グ ・リー

㈱ 改正前実務指針か ら現行 リー ス実務指針への主要な変更点 は ①所有権移転外 ファイナ ンス ・

リー ス取引 に係 る通常の賃貸借処理の廃止,② 利息相当額の各期への配分,③ 通常の保守等の役

務提供相当額の処理,④ 不動産 に係 る リース取引の取扱 い,⑤ ファイナ ンス ・リース取引の貸借

対照表 の表示,⑥ ファイナ ンス ・リース取 引の注記 とい う6つ の項 目で ある。具体 的に,「 企業

会計基準第13号 リー ス取引に関す る会計基準」(7-8頁)を 参考 された い。
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スの オ フ ・バ ラ ンス処 理 な ど の 問題 が ま だ解 決 さ れ て い な い。IASBと 米 国 財 務 会 計 基 準

審 議 会(以 下 で はFASBと 表 記 す る)は,リ ー ス契 約 に基 づ く権 利 ・義 務 を 中心 と して,

リー ス取 引 の会 計 処 理 を 一 本 化 す る方 向 で検 討 が 進 ん で い る⑲。 こ の よ うな状 況 で,日 本

の 会 計 基 準 設 定 機 関 は,国 際 的 な 議 論 と国 内の 経 済 実 態 に応 じて,基 準 の 改 訂 を 進 めて い

くべ きで あ る。

(2)リ ー ス会 計 基 準 設 定 にか か る アプ ロー チの 展 望

会 計 基 準 の コ ンバ ー ジ ェ ン スが 進 展 す る 中,リ ー ス会 計 基 準 を は じめ とす る一 連 の 会 計

基 準 の 改 訂 が 行 わ れ て い る。 これ は,取 引 の 経 済 的 実 質 を 反 映 で き る財 務 報 告 の 作 成 に焦

点 を合 わ せ た もの で あ る。

G4+1報 告 書 は,財 務 諸 表 の 比 較 可 能 性 や透 明 性 を 確 保 す る た め に,借 手 に対 して,

リー ス取 引 の 分 類 と リー ス期 間 にか か わ らず,す べ て の リー ス物 件 お よ びそ れ に対 す る債

務 を資 産 お よ び 負 債 と して計 上 す る こ と を提 唱 して い る。 そ れ は,「 経 済 基 盤 の移 行 を 背

景 と して,取 引 の 経 済 的 実 質 を 一 層 的 確 に反 映 した 会 計 基 準 の 構 築 を 目指 す 点(古 賀

[2007],4頁)」 に あ り,い わ ゆ る経 済 的 実 質 主 義 に基 づ き会 計 基 準 を 設 定 す る考 え 方 が

台 頭 して き た こ とを 意 味 す る⑳。 会 計 基 準 の設 定 を め ぐる問 題 に共 通 す る特 性 は,企 業 の

現 状 な らび に過 去 の 活 動 につ いて 経 済 的 実 質 を 反 映 した情 報 の 提 供 を 促 進 す べ きで あ る と

して,取 引 の 経 済 効 果 につ いて の 正 確 な 表 示 を 強 調 す る。 す な わ ち,会 計 基 準 の 設 定 は今

後 経 済 的 実 質 主 義 に基 づ いて 行 わ れ る こ とが 考 え られ る。

⑲2006年7月 に,IASBとFASBは,2007年 末 にまでに両者 の会 計基準 の よ り一層 の コ ンバー

ジ ェ ン ス を 図 る こ と に 合 意 し,そ の 具 体 的 な 内 容 を 覚 書(MOU:Memorandumof

Understanding)と いう形で公表 して いるが,リ ー ス会計が11の 長期戦略テーマの1つ として挙

げられてい る。 また,2006年7月 に,リ ー ス会計がIASBとFASBと の共同 プロジェク トとして

正式の議題 とな った。当該 プロジェク トは,現 行基準を全面的に見直 し,す べての リース契約を

借手お よび貸手の財務諸表で認識す る方向で改定す ることを 目指す ものであ る(茅 根[2007b],

77頁)。

⑳ 経済的実質主義 とは,IASBの 会計基準設定の 目的 の1つ で ある会計情報 の透 明性 を高め ると

いう観点(浦 崎[2008],9頁)を 論拠 としてお り,会 計基準設定の原則主義 と細則主義に関す る

議論の中 に反映 されてい るものであ る。つま り,経 済的実質主義 とは会計基準設定の基礎 にあ る

基準設定の考え方 を表 した ものである といえ る。 これ に対 して,実 質優先思考 は,IASB概 念 フ

レー ムワー クの中で示 されてい るように(IASB[2006],p.40),会 計情報の質的特性の1つ であ

り,取 引の経済的実態を忠実 に表現す ることを求め る1つ の判断規準であ るが,本 稿では実質優

先の特性を有す る財務報告は経済的実質主義 に基づ く会計基準に従 って作成 され るものであ ると

考えてい る。つ まり,経 済的実質主義 に基づ く会計基準 に従 って取引の経済的実態を反映す る会

計処理が行われ,そ の結果 としてその会計情報には実質優先思考が反映 された もの とな るとい う

関係があ ると考えて いる。
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V結 び に 代 え て

2007年3月 に 「リー ス取 引 に関 す る会 計 基 準 」 お よ び 「リー ス取 引 に関 す る会 計 基 準 の

適 用 指 針 」 が 公 表 され た が,日 本 の会 計 基 準 設 定 機 関 で あ る企 業 会 計 基 準 委 員 会 とIASB

の 会 計 基 準 の コ ンバ ー ジ ェ ン スの 項 目 と して な お リー ス会 計 が 取 り挙 げ られ て い る こ とか

ら,こ の 問 題 が す べ て 解 決 され て い る と い うわ けで はな い。 今 後 も,こ の 問 題 が 検 討 され

る こ と を示 して い る。 国 際 会 計 基 準 は会 計 情 報 の 透 明 性 を 高 め投 資 者 保 護 に資 す る こ と に

目的 の1つ が あ り,本 稿 は この 観 点 を 敷 術 した会 計 理 論 の 研 究 で あ る。 す な わ ち,企 業 の

経 済 的 実 質 を忠 実 に表 現 す る た めの 会 計 理 論(実 質 優 先 思 考 の 会 計)を 探 求 す る こ とが 一

貫 した視 点 で あ る。

本 稿 で は,リ ー ス会 計 を 企 業 の 経 済 的 実 質 を 忠 実 に表 現 す る た めの 会 計 理 論 と して 位 置

づ け,ま ず リー ス取 引 の 認 識 の 基 礎 に あ る実 質 優 先 思 考 を 明 らか に し,未 履 行 契 約 取 引 説

に基 づ い た リー ス取 引 の 認 識 につ いて 検 討 した。 この 考 え 方 に よ る と,リ ー ス契 約 にお け

る権 利 ・義 務 は,資 産 ・負 債 の 定 義 に満 たす の で,貸 借 対 照 表 に計 上 され る。

しか しな が ら,リ ー ス取 引 形 態 の 多 様 化 ・複 雑 化 と と も に,従 来 の リー ス会 計 基 準 は理

論 と実 務 の両 面 に 問 題 が 生 じて き た⑫1)。そ して,会 計 基 準 の コ ンバ ー ジ ェ ンス が進 展 す る

中で 経 済 的 実 質 主 義 の 考 え 方 に沿 って,リ ー ス取 引 の 経 済 実 質 の 観 点 か ら,リ ー ス会 計 基

準 を 見 直 す 必 要 性 が 高 ま りつ つ あ る。 つ ま り,リ ー ス 物 件 の 使 用 権 に 焦 点 を 合 わ せ る

G4+1報 告 書 の 発 表 は,リ ー ス会 計 基 準 の改 訂 に新 しい視 点 を提 示 した。G4+1報 告 書 に

お け る構 成 要 素 ア プ ロー チ は,資 産 を 権 利 の 「束 」(加 藤[2007],172頁)と して捉 え る

こ と を基 本 と して い るが,実 務 上,リ ー ス料 の 構 成 要 素 を 分 解 す る こ とが 可 能 で あ るか を

検 討 す る必 要 が あ る。 ま た,透 明性 の あ る会 計情 報 を提 供 す るた あ に,オ ペ レー テ ィ ング ・

リー ス取 引 につ いて もオ ン ・バ ラ ンス化 の 会 計 処 理 が 期 待 され て い る。

⑳ 理論上,借 り手 に対 して,リ ース物件 は企業の経済活動に直接的に貢献す るため,当 該物件に

は経済的便益が認め られ,ま たその リー ス物件は,他 人が使用で きないか ら,資 産 として認識す

ることがで きる。 しか しなが ら,改 正前 リー ス会計基準では,所 有権移転外 ファイナ ンス ・リー

スの取引 について,オ フ ・バ ランス処理 されたので,そ れは リース物件の経済的実質が反映で き

ていた とはいえない。 また,実 務上,改 正前 リース会計基準では,所 有権移転外 ファイナ ンス ・

リー ス取引 は,い わゆ る売買処理(オ ン ・バ ランス)を 原則 としなが ら,一 定の注記を要件 に賃

貸借処理(オ フ ・バ ランス)も 許容 して いる。 このため,改 正前の実務では,大 多数の企業が こ

の 「例外処理」を行 っていたため,会 計情報の透明性が妨げ られていた といえ る。また,フ ァイ

ナ ンス ・リースの判断基準であ る経済的耐用年数基準あ るい は現在価値基準の ような フルペイア

ウ ト要件 な どの絶対 的な線 引きが基準 回避 の温床 とな って きたこ とも実務上 の大 きな 問題 であ

る。
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以 上 を 要 約 す る な ら ば,本 稿 は,未 履 行 契 約 の 認 識 ・測 定 に 対 す る 収 支 計 算 に 基 づ く伝 統

的 な 期 間 損 益 計 算 の 限 界 を 踏 ま え て,会 計 情 報 の 透 明 性 を 高 め る と い う 実 質 優 先 思 考 の 立

場 か ら,リ ー ス 取 引 の 経 済 的 実 質 を 分 析 し,か か る 分 析 に 基 づ い た リー ス 取 引 の 認 識 ・測

定 の 仕 組 み を 解 明 し た も の で あ る 。
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